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1 基本事項 

 

1.1 本調査の位置付け 

敦賀市（以下「本市」という。）では、今後の下水道事業、集落排水事業及び水道事業の運

営を適正に実施していくため、官民連携手法を活用した事業をどのように進めていくか検討し

ています。 

このプレマーケットサウンディング調査は、下記のとおりウォーターPPP（管理・更新一体マ

ネジメント）等の官民連携手法を実施するために必要な要件と整合する事業スキームや、官民

連携事業に関する要望等を把握するために、専門的知見を有する民間事業者へ聞き取りを実施

し、今後の事業推進に向けた参考とするものです。 

なお、本条件書に示す内容は、暫定的な情報であり、今後変更する可能性があることをご承

知おきください。 

 

ア 長期契約（例示） 

  本事業の委託期間は令和 10 年 4 月 1 日～令和 20 年 3 月 31 日（仮）の 10 年間とします。 

  なお、契約締結事業者とは別途、令和 10 年 3 月 31 日までの一定期間の引継ぎ期間を設け

る予定としています。 

 

イ 性能発注（例示） 

  本事業は、民間事業者による創意工夫やノウハウ等を最大限に活用するため、性能発注を

原則とすることを想定しています。 

 

ウ 維持管理と更新の一体マネジメント（例示） 

  本事業は、同一の対象施設に対し、維持管理と更新に関する業務範囲が設定されることで、

より効率的に事業が運営できると考え、対象施設ごとに「更新実施型」又は「更新支援型」

を設定しています。また、維持管理を行う民間事業者の視点から、より効率的な更新計画案

の作成を求めることを想定しています。 

 

エ プロフィットシェア（例示） 

  本事業では、民間事業者による新技術の導入や維持管理の工夫により生み出されたコスト

縮減分（プロフィット）を官民で分配する仕組みを導入します。ライフサイクルコストの縮

減効果に基づく官民の分配割合は 1:1 を基本（仮設定であり今後の検討により変化する可能

性があります。）として、市と優先交渉事業者とで別途協議の上シェアすることとし、その

旨を基本契約書に明記する予定です。 

  なお、プロフィットシェアの仕組みとしては、契約後 VE 方式を想定しています。 
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1.2 期待する効果 

民間事業者のノウハウ及び技術力を活用したウォーターPPP（レベル 3.5）の採用を前提に、

下水道事業、集落排水事業及び水道事業における維持管理や更新工事等を広範囲にわたり民間

事業者に委ねることで、次のような効果が得られると期待しています。 

 

 

1.3 想定スケジュール（例示） 

現在検討中のウォーターPPP 等官民連携事業は事業発案段階であり、本サウンディング調査

などの結果を踏まえて、今後、事業化に向けた検討を進めていく方針です。具体的なスケジュー

ルは未定ですが、現状で考えられるスケジュールの大要は以下のとおりです。 

【想定スケジュール（案）】 

・令和 7 年度 ：導入可能性調査、事業化に向けた局内調整 

・令和 8 年度 ：発注に向けた調整・判断・基本設計、発注準備等 

・令和 9 年度 ：入札公募、事業者選定、引継ぎ 

・令和 10 年度 ：ウォーターPPP の導入（最短でも R10.4.1 着手） 

 

1.4 対象事業及び対象施設（例示） 

 現在検討中のウォーターPPP 等官民連携事業の対象事業及び対象施設は下記のように想定し

ていますが、検討を進めていく中で変更する場合があります。想定業務範囲及び性能規定（案）

は本条件書の 2 章、各事業の概要は 3 章を参照ください。 

 

・公共下水道施設一式（終末処理場、汚水ポンプ場、雨水ポンプ場、管路施設、マンホールポ

ンプ） 

・農業集落排水施設一式（処理施設、マンホールポンプ、管路施設） 

・漁業集落排水施設一式（処理施設、マンホールポンプ、管路施設） 

・水道施設一式（取水施設、浄水場・ポンプ場、送配水施設） 

・統括管理業務 
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1.5 予定価格（例示） 

 現在、本事業の予定価格は未定のため、汚水処理事業（公共下水道事業、集落排水事業）及

び水道事業の事業規模は、それぞれにおいて 3 章に記載の決算書等を参照してください。なお、

予定価格は、過年度の支出額を参考としつつ、新規業務分は標準歩掛に基づく積算又は見積若

しくは類似団体の実績値などを基に検討する予定としています。 
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2 想定業務範囲及び性能規定（案）（例示） 

2.1 想定業務範囲の概要（例示） 

本市が想定するウォーターPPP 事業は、対象施設を効率的かつ効果的に管理するために、長

期契約（想定事業期間 10 年程度）を結ぶことを前提として、複数施設の業務をパッケージ化す

ることを想定しています。 

ただし、導入する事業の可能性を広げておきたいため、現段階では、対象施設や業務範囲な

どについて細かく絞らず、対象業務範囲（案）を大きく設定した上で、汚水処理事業並びに水

道事業に関する各業務に精通した専門企業にアンケート調査を実施します。 

また、本市の想定業務範囲に対し、特に参画意欲が高い企業は、対面形式のヒアリングを実

施することも考えています。（検討内容によりヒアリングを実施しない場合がございますが、

ご了承ください。） 

 

2.2 業務範囲の定義（例示） 

本事業の想定業務範囲について、対象事業毎の業務範囲の想定は以下のとおりです。なお、

業務範囲及び内容は想定であり、詳細な内容はサウンディング調査の結果を踏まえて、検討し

た後に決定します。 

 以下に各業務名に対する用語の定義を記載します。 

表 2-1 各業務名に対する用語の定義 

 

業務名 用語の定義

営業業務
水道事業、下水道事業及び集落排水事業における窓口業務、検針業務、料金徴収業務、
滞納整理、各種システム管理

ユーティリティ等調達 電気、ガス、各種燃料、薬品、部品、備品等業務上必要な物品調達

廃棄物処分 汚泥、沈渣し渣、一般廃棄物等業務上排出される廃棄物の処分
台帳システム管理 受託者による台帳システムの新規構築及び管理
台帳データ管理 市が保有する台帳システムへの入力作業及び入力補助業務

運転管理
常駐施設における運転操作業務（処理場、浄水場以外の施設は遠方監視のため計上せ
ず）

水質・汚泥試験 管理上必要（水質管理、法定検査等）な水質及び汚泥の検査業務
保守点検 巡回、日常点検、定期点検、法定点検等業務上発生する点検業務
清掃業務 清掃業務（清掃業務に伴う廃棄物の処分を含む）
安全管理 作業環境管理、保護具管理、安全訓練、作業手順管理等作業上必要な安全管理業務
修繕業務 計画修繕、突発修繕、緊急修繕等業務上発生する修繕業務

苦情要望対応 管路施設に起因する道路陥没、漏水等の苦情要望受付及び対応

緊急対応
施設・設備の突発故障対応、災害時初期対応等業務上発生する緊急対応（緊急調査を含
む）

調査業務 更新計画策定に伴う調査業務

更新計画案作成
対象区域内の更新計画案作成業務（管理者の確認を経てそのままストックマネジメント
計画になりうる内容のもの）

詳細設計 基本設計を基にした詳細な設計業務
更新工事（改築工事） 施設の能力変化、建て替えを伴う大規模な工事を除く

CM業務（発注支援）
工事における業務を管理者側に立って技術的な中立性を保ちながらマネジメントを行う
業務
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2.2.1 公共下水道事業（例示） 

 公共下水道事業の対象施設毎の想定業務範囲を以下に示します。公共下水道事業においては、

処理場、汚水ポンプ場、マンホールポンプ及び雨水ポンプ場は「更新実施型」を、汚水管路施

設及び雨水管路施設は「更新支援型」を想定しています。 

 なお、業務範囲や更新の類型（更新実施型・更新支援型）は今後の検討により変更する場合

があります。 

 

表 2-2 公共下水道事業の想定業務範囲 

 

※1 雨水ポンプ場はリスク分担の観点から降雨状況によって仕様発注・性能発注が変わる 

※2 現在行っている雨水ポンプ場改築事業（～R13 年度）は、市が直営（下水道事業団）で

実施のため、それ以外の小規模工事を対象とする 

  

処理場 汚水ポンプ場 MP 雨水ポンプ場 汚水管路施設 雨水管路施設

営業業務 ○

ユーティリティ等調達 ○ ○ ○ ○
廃棄物処分 ○ ○ ○
台帳システム管理 × × × × × ×
台帳データ管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○
運転管理 ○ ○※1
水質・汚泥試験 ○
保守点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○
清掃業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○
安全管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○
修繕業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○
苦情要望対応 ○ ○ ○
緊急対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○
調査業務（更新計画策定用調査） ○ ○ ○ ○ ○ ○
更新計画案作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○
詳細設計 ○ ○ ○ ○ × ×
更新工事（改築工事） ○ ○ ○ ○※2 × ×
CM業務（発注支援） × ×

管路施設
業務内容
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2.2.2 集落排水事業（農業集落排水事業、漁業集落排水事業）（例示） 

農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の対象施設毎の想定業務範囲を以下に示します。集

落排水事業においては、処理場及びマンホールポンプは「更新実施型」を、管路施設は「更新

支援型」を想定しています。 

 なお、業務範囲や更新の類型（更新実施型・更新支援型）は今後の検討により変更する場合

があります。 

 

表 2-3 集落排水事業の想定業務範囲 

 

管路
処理場 MP 管路施設

営業業務 ○
ユーティリティ等調達 ○ ○
廃棄物処分 ○
台帳システム管理 × × ×
台帳データ管理 ○ ○ ○
運転管理 ○
水質・汚泥試験 ○
保守点検 ○ ○ ○
清掃業務 ○ ○ ○
安全管理 ○ ○ ○
修繕業務 ○ ○ ○
苦情要望対応 ○ ○
緊急対応 ○ ○ ○
調査業務（更新計画策定用調査） ○ ○ ○
更新計画案作成 ○ ○ ○
詳細設計 ○ ○ ×
更新工事（改築工事） ○ ○ ×
CM業務（発注支援） ×

業務内容
施設
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2.2.3 水道事業（例示） 

 水道事業の対象施設毎の想定業務範囲を以下に示します。水道事業においては、取水施設、

浄水場、ポンプ場及び配水池は「更新実施型」を、導水管、送水管及び配水管は「更新支援型」

を想定しています。 

 なお、業務範囲や更新の類型（更新実施型・更新支援型）等は今後の検討により変更する場

合があります。 

 

表 2-4 水道事業の想定業務範囲 

 

  

施設 管路
取水施設 浄水場 ポンプ場 配水池 導水管 送水管 配水管

営業業務 ○
ユーティリティ等調達 ○ ○ ○ ○
廃棄物処分 ○ ○
台帳システム管理 × × × × × × ×
台帳データ管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
運転管理 ○
水質・汚泥試験 ○ ○ ○ ○
保守点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
清掃業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安全管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
修繕業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
苦情要望対応 ○ ○ ○
緊急対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調査業務（更新計画策定用調査） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
更新計画案作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
詳細設計 ○ ○ ○ ○ × × ×
更新工事（改築工事） ○ ○ ○ ○ × × ×
CM業務（発注支援） × × ×

業務内容
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2.2.4 統括管理業務（例示） 

 統括管理業務は、公共下水道事業、集落排水事業及び水道事業を一体的に管理する業務とし、

主な業務は以下のように想定しています。 

 なお、統括管理業務の範囲等は今後の検討により変更する場合があります。 

 

ア 統括管理業務 

  (ｱ)統括マネジメント工 

  (ｲ)データ管理支援工 

  (ｳ)セルフモニタリング工 

 

イ 計画案策定業務 

  (ｱ)下水道事業ストックマネジメント計画案策定工 

  (ｲ)集落排水事業ストックマネジメント計画案策定工 

  (ｳ)水道事業ストックマネジメント計画案策定工 

 

ウ 料金窓口業務 

  (ｱ)窓口業務 

  (ｲ)検針業務 

  (ｳ)料金徴収業務 

  (ｴ)滞納整理 

  (ｵ)各種システム管理 

 

エ 災害対応業務  ※災害時維持修繕協定の締結を想定しています。 

  (ｱ)下水道事業 

  (ｲ)集落排水事業 

  (ｳ)水道事業 
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2.3 主な性能規定（案）（例示） 

 本事業における主な性能規定（案）を以下に示します。なお、性能規定は今後の検討により

変更する場合があります。 

 

2.3.1 事業全体に係る項目（例示） 

(1) 実施体制（例示） 

 本事業は、公共下水道事業、集落排水事業、水道事業を一体的に管理する広範囲にわたる委

託であるため、受託者は自ら実施する業務と再委託する業務について、それぞれ業務履行に必

要な有資格者及び業務責任者を配置し、事業を運営できる体制を確立することとします。また、

公共下水道事業の処理場及び水道事業の浄水場に関しては、日中、夜間問わず委託期間を通し

て常駐することを想定しています。 

 現在想定している実施体制を以下に示します。なお、実施体制は今後の検討により変更する

場合があります。 

 

ア 統括管理責任者 

  以下に示す資格を有し、業務の全般を管理・指揮できる責任者を配置すること。 

  （資格例：一級土木施工管理技士、技術士 等） 

イ 業務責任者 

  各業務に対し、必要な知識を有する責任者を配置すること。 

ウ 各業務に必要な人員 

  事業規模等を勘案し、適切な業務履行に必要な人員を提案、配置すること。 

 

(2) 統括管理業務（例示） 

 統括管理責任者は、本市内に事務所等を構え、常駐し、公共下水道事業、農業集落排水事業、

漁業集落排水事業及び水道事業の情報を集約しデータ管理を実施するとともに、管理者・受託

者間の総合的な窓口となることとします。 

 セルフモニタリングの実施においては、セルフモニタリング責任者として、事業全体の履行

状況を確認・評価し、適切な指導を行うこととします。（実施すべき業務は 2.2.4 を参照） 

 

(3) モニタリング（例示） 

 受託者は、自ら実施する業務と再委託する業務について、要求水準に定められている事項の

履行状況を確認（セルフモニタリング）し、月 1 回実施されるモニタリング定例会議にて管理

者へ報告することとします。なお、モニタリングの実施及び体制については、今後の検討によ

り変更する場合があります。 

 

(4) 業務の再委託（例示） 

受託者は、業務の一部を再委託することができることとします。再委託にあたっては、以下

に示す事項に留意する必要があります。 



10 

 

 

ア 運転管理業務等の常駐が必要な作業などの基幹業務は、原則として再委託を禁止する。 

イ 非基幹業務を再委託するときは、事業者選定時の提案に基づくものとし、管理者の承諾を

必要とする。 

ウ 業務を再委託しようとする際は、迅速かつきめ細かなサービスの提供を図るため、積極的

に地元企業へ発注すること。
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2.3.2 公共下水道事業係る項目（例示） 

ア 処理場（例示） 

(ｱ) 監視、運転操作、制御 

受託者は、各施設・設備に対する監視頻度、運転指標と運転条件、操作指標と操作量

等に基づく管理方法を確立し、水処理及び汚泥処理の最適化に努め、規定される放流水

質等を遵守すること。 

(ｲ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、日常点検、定期点検、法定点検等、

業務上必要な点検を実施すること。 

(ｳ) 水質及び汚泥試験 

受託者は、法定検査、施設管理のための検査等を適切に実施し、その記録を本事業期

間中保存すること。また、管理者の要請に応じて適宜開示・提出すること。 

(ｴ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、薬品及び燃料は適正な品質及

び規格のものを調達すること。 

(ｵ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｶ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を

適正に実施すること。 

(ｷ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事により、

要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

イ 汚水ポンプ場及びマンホールポンプ（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、定期点検、法定点検等、業務上必要

な点検を実施すること。 

(ｲ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、燃料は適正な品質及び規格の

ものを調達すること。 

(ｳ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｴ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を

適正に実施すること。 
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(ｵ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事により、

要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

ウ 雨水ポンプ場（例示） 

(ｱ) 運転操作、制御 

受託者は、降雨状況又は流入水量に応じて適切な雨水の排除に努めること。 

降雨量○○mm/時又は流入水量△△㎥/時を超過した場合は、直ちに管理者へ報告し、

指示を仰ぐこと。 

なお、具体的な基準値は、対象施設の排除性能に応じて設定するものとし、管理値未

満は性能発注、管理値以上は仕様発注（※）とする想定である。 

※仕様発注：リスク分担の観点から、降水量又は流入水量が基準値を超過した際は性

能発注の範囲に含まないものとし、超過時のリスクは管理者が負担する。 

(ｲ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、定期点検、法定点検等、業務上必要

な点検を実施すること。 

(ｳ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、燃料は適正な品質及び規格の

ものを調達すること。 

(ｴ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｵ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕

を適正に実施すること。 

(ｶ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事によ

り、要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

エ 汚水管路施設及び雨水管路施設（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、管路施設が正常な流下機能を発揮できるよう、業務上必要な点検を実施

すること。また、腐食のおそれの大きな箇所における点検は 5 年に 1 回以上実施する

こと。 

(ｲ) 修繕業務 

対象施設の機能低下及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を適正に実

施すること。 

(ｳ) 更新工事（更新支援型） 
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対象施設に対して、維持管理情報を反映した更新計画案を作成し、管理者が効率的

な更新工事を行えるよう補助すること。 

 

 

2.3.3 集落排水道事業係る項目（例示） 

ア 処理場（例示） 

(ｱ) 監視、運転操作、制御 

受託者は、各施設・設備に対する監視頻度、運転指標と運転条件、操作指標と操作量

等に基づく管理方法を確立し、水処理の最適化に努め、規定される放流水質等を遵守す

ること。 

(ｲ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、定期点検、法定点検等、業務上必要

な点検を実施すること。 

(ｳ) 水質試験 

受託者は、法定検査、施設管理のための検査等を適切に実施し、その記録を本事業期

間中保存すること。また、管理者の要請に応じて適宜開示・提出すること。 

(ｴ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、薬品及び燃料は適正な品質及

び規格のものを調達すること。 

(ｵ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｶ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕

を適正に実施すること。 

(ｷ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事によ

り、要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

イ マンホールポンプ（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、定期点検、法定点検等、業務上必要

な点検を実施すること。 

(ｲ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。 

(ｳ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕
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を適正に実施すること。 

(ｴ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、及び、計画的な更新工事により、要求水準を満たすと

ともに、施設の機能を維持すること。 

 

ウ 管路施設（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、管路施設が正常な流下機能を発揮できるよう、巡回点検等業務上必要な

点検を実施すること。 

(ｲ) 修繕業務 

対象施設の機能低下及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を適正に実

施すること。 

(ｳ) 更新工事（更新支援型） 

対象施設に対して、維持管理情報を反映した更新計画案を作成し、管理者が効率的

な更新工事を行えるよう補助すること。 

 

2.3.4 水道事業係る項目（例示） 

ア 取水施設（例示） 

(ｱ) 監視、運転操作、制御 

受託者は、各施設・設備に対する監視頻度、運転指標と運転条件、操作指標と操作量

等に基づく管理方法を確立し、浄水場の運転操作に合わせて計画水量を超えない範囲で

適正に取水すること。 

(ｲ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、巡回点検、日常点検、定期点検、法

定点検等、業務上必要な点検を実施すること。 

(ｳ) 水質試験 

受託者は、水質試験を適切に実施し、その記録を本事業期間中保存すること。また、

管理者の要請に応じて適宜開示・提出すること。 

(ｴ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、燃料は適正な品質及び規格の

ものを調達すること。 

(ｵ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｶ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕

を適正に実施すること。 

(ｷ) 更新工事（更新実施型） 
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対象施設の更新計画案の作成及び計画的な更新工事により、要求水準を満たすとと

もに、施設の機能を維持すること。 

 

イ 浄水場（例示） 

(ｱ) 監視、運転操作、制御 

受託者は、各施設・設備に対する監視頻度、運転指標と運転条件、操作指標と操作量

等に基づく管理方法を確立し、必要な水量を確保できるよう、適正に浄水し、送水する

こと。また、受水地点における水質について、水道法に定められている水道水質基準及

び水質基準を遵守すること。 

(ｲ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、巡回点検、日常点検、定期点検、法

定点検等、業務上必要な点検を実施すること。 

(ｳ) 水質試験 

受託者は、水質試験を適切に実施し、その記録を本事業期間中保存すること。また、

管理者の要請に応じて適宜開示・提出すること。 

(ｴ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、薬品及び燃料は適正な品質及

び規格のものを調達すること。 

(ｵ) 廃棄物処分 

対象施設から発生する廃棄物について、廃掃法を遵守し、適正に処理すること。 

(ｶ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を

適正に実施すること。 

(ｷ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事により、

要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

ウ ポンプ場、配水池（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、施設が正常な機能を発揮できるよう、巡回点検、定期点検、法定点検等、

業務上必要な点検を実施すること。 

(ｲ) 水質試験 

受託者は、水質試験を適切に実施し、その記録を本事業期間中保存すること。また、

管理者の要請に応じて適宜開示・提出すること。 

(ｳ) ユーティリティ等管理 

受託者は、省エネ法の趣旨に基づきエネルギー管理を行うとともに、運転に必要な

ユーティリティ等を調達し、適正に管理すること。また、燃料は適正な品質及び規格の
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ものを調達すること。 

(ｴ) 修繕業務 

対象施設の機能低下、故障停止及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕

を適正に実施すること。 

(ｵ) 更新工事（更新実施型） 

対象施設の更新計画案の作成、詳細設計図書の作成、及び、計画的な更新工事によ

り、要求水準を満たすとともに、施設の機能を維持すること。 

 

エ 導水管、送水管、配水管（例示） 

(ｱ) 保守点検 

受託者は、管路施設が正常な導水・送水・配水機能を発揮できるよう、巡回点検等業

務上必要な点検を実施すること。また、漏水が確認された場合は適切に対応すること。 

(ｲ) 修繕業務 

対象施設の機能低下及び事故を未然に防止するために、対象施設の修繕を適正に実

施すること。 

(ｳ) 更新工事（更新支援型） 

対象施設に対して、維持管理情報を反映した更新計画案を作成し、管理者が効率的 

な更新工事を行えるよう補助すること。 
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3 参考資料 

3.1 事業の概況 

本市の公共下水道事業は、昭和 49 年に第 1 期事業として着手以降、昭和 58 年に供用を開始

した。現在は事業認可区域 1,618ha のうち 1,335ha の整備を完了している。また、天筒浄化セ

ンター、松島ポンプ場、マンホールポンプ場の維持管理業務において包括委託を導入し、下水

道事業の効率化に努めている。 

農業集落排水事業は、平成 7 年度から供用を開始しており、現在は 5 処理場が稼働している。

計画区域 110ha のうち全域の整備が完了している。また、令和 4 年度に 1 か所を公共下水道に

統合済みとなっている。 

漁業集落排水事業は、平成 6 年度から供用を開始しており、現在は 3 処理場が稼働している。

計画区域 4ha のうち、全域の整備が完了している。 

 汚水処理人口は 59,878 人、汚水処理人口普及率は 95.8%であり、市内の 89.1%が公共下水道、

2.7%が農業集落排水、0.3%が漁業集落排水、3.7%が浄化槽（個人設置型）によって処理されて

いる（令和 5 年度末）。 

また、本市の汚水処理施設としては、公共下水道の天筒浄化センターが稼働している。農業

集落排水施設は山、疋田、東浦南部、樫曲、東浦北部地区に処理場があり、漁業集落排水施設

は白木、浦底、立石地区の処理場が稼働している。 

 上水道事業は、昭和 39 年から供用開始しており、現在の給水人口普及率は 98.0%となってい

る。下水道事業を含めた料金徴収・窓口関係業務においても包括委託を実施している。 
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図 3-1 公共下水道計画区域図（汚水） 
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図 3-2 下水道計画区域図（雨水） 
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表 3-1 敦賀市公共下水道事業計画の概要（1/2） 
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表 3-2 敦賀市公共下水道事業計画の概要（2/2） 
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3.2 検討対象施設 

3.2.1 公共下水道 

ア 終末処理場 

本市には、公共下水道終末処理場として昭和 58 年に供用を開始した天筒浄化センターがあ

る。1～4 池は標準活性汚泥法、5～6 池はステップ流入式多段硝化脱窒法の高度処理を採用して

いる。施設の概要は以下のとおりである。 

 

表 3-3 施設概要 

名称 天筒浄化センター 

位置 敦賀市天筒町 5-9 

計画処理能力（全体） 39,250 m3/日 

現有処理能力 37,575 m3/日 

日平均流入水量 26,614 m3/日 

（令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月） 

流入方式 分流式 

処理方式 ・凝集剤添加ステップ流入式 

多段消化脱窒法 

 ・標準活性汚泥法 

汚泥処理方式 濃縮方式 重力濃縮（初沈）、機械濃縮（余

剰） 

消化タン

ク 

嫌気性単槽二段普通消化 

脱水方式 機械脱水 

脱臭方式 活性炭吸着塔、生物脱臭塔、 

土壌脱臭装置 

供用開始 昭和 58 年 7 月 
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表 3-4 天筒浄化センター主要施設 
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イ ポンプ場 

本市には、平成 3 年に供用を開始した櫛川ポンプ場（汚水）と、昭和 58 年に供用開始した松

島ポンプ場（雨水）がある。施設の概要は以下のとおりである。 

 

表 3-5 櫛川ポンプ場施設調書  

表 3-6 松島ポンプ場施設調書 

 

ウ 管路施設 

本市の管路施設は、汚水管渠が 342.0 ㎞、雨水管渠は 22.5 ㎞となっており、雨水に関しては

整備進捗率が低く、市役所周辺のみの整備が完了している。現時点で標準耐用年数を超過する

管路はない。 
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エ マンホールポンプ 

本市には、21 か所（42 基）のマンホールポンプがある。各マンホールポンプの概要は以下の

とおりである。 

 

表 3-7 マンホールポンプ情報 

 

 

 

 

 

 

ポンプ場名 場所 北陸電力電柱番号 施工業者名 ポンプ口径 ポンプ出力(kW) 定格電流(A) 吐出量(m
3
/m) 全揚程(m) 供用開始年月

中継P-1 櫛川中継ポンプ場（１号） 櫛川地係 9418　ホ45・00 荏原商事㈱ 80 5.5kW 22.8 1.2(m3/m) 13m 1991年4月

中継P-2 櫛川中継ポンプ場（２号） 櫛川地係 9418　ホ45・00 荏原商事㈱ 80 5.5kW 22.8 1.2(m3/m) 13m 1991年4月

中継P-3 木崎中継ポンプ場（１号） 木崎地係 9418　カ06・00 荏原商事㈱ 80 7.5kW 29.5 1.02(m3/m) 12m 1991年4月

中継P-4 木崎中継ポンプ場（２号） 木崎地係 9418　カ06・00 荏原商事㈱ 80 7.5kW 29.5 1.02(m3/m) 12m 1991年4月

中継P-5 莇生野中継ポンプ場（１号） 莇生野地係 9425　リ27・60 福日機電㈱ 150 11kW 44 1.72(m3/m) 19m 2004年4月

中継P-6 莇生野中継ポンプ場（２号） 莇生野地係 9425　リ27・60 福日機電㈱ 150 11kW 44 1.72(m3/m) 19m 2004年4月

中継P-7 莇生野２号中継ポンプ場（１号） 莇生野地係 9425　リ32・56 荏原商事㈱ 80 3.7kW 15.4 0.666(m3/m) 7.6m 2005年4月

中継P-8 莇生野２号中継ポンプ場（２号） 莇生野地係 9425　リ32・56 荏原商事㈱ 80 3.7kW 15.4 0.666(m3/m) 7.6m 2005年4月

中継P-9 高野中継ポンプ場（１号） 高野地係 9428　ヌ43・00 荏原商事㈱ 80 1.5kW 6.8 0.199(m3/m) 6.4m 2004年4月

中継P-10 高野中継ポンプ場（２号） 高野地係 9428　ヌ43・00 荏原商事㈱ 80 1.5kW 6.8 0.199(m3/m) 6.4m 2004年4月

中継P-11 泉ヶ丘中継ポンプ場（１号） 泉ヶ丘地係 9428　ヌ23・01 荏原商事㈱ 80 1.5kW 6.8 0.426(m3/m) 3.9m 2023年12月

中継P-12 泉ヶ丘中継ポンプ場（２号） 泉ヶ丘地係 9428　ヌ23・01 荏原商事㈱ 80 1.5kW 6.8 0.426(m3/m) 3.9m 2004年4月

中継P-13 産業団地中継ポンプ場（１号） 莇生野地係 9425　ト34・67 新富産業㈱ 80 5.5kW 22 0.636(m3/m) 15m 2006年4月

中継P-14 産業団地中継ポンプ場（２号） 莇生野地係 9425　ト34・67 新富産業㈱ 80 5.5kW 22 0.636(m3/m) 15m 2006年4月

中継P-15 御名中継ポンプ場（１号） 御名地係 9425　モ49・54 新富産業㈱ 65 1.5kW 6.8 0.283(m3/m) 3.9m 2010年4月

中継P-16 御名中継ポンプ場（２号） 御名地係 9425　モ49・54 新富産業㈱ 65 1.5kW 6.8 0.283(m3/m) 3.9m 2010年4月

中継P-17 沓見１号中継ポンプ場（１号） 沓見地係 9425　ル44・01 ㈱増田空調 80 11kW 44.0 0.54(m3/m) 28.9m 2011年4月

中継P-18 沓見１号中継ポンプ場（２号） 沓見地係 9425　ル44・01 ㈱増田空調 80 11kW 44.0 0.54(m3/m) 28.9m 2011年4月

中継P-19 沓見２号中継ポンプ場（１号） 沓見地係 9418　ワ07･54 ㈱テクノツルガ 65 2.2kW 9.6 0.283(m3/m) 10.9m 2011年4月

中継P-20 沓見２号中継ポンプ場（２号） 沓見地係 9418　ワ07･54 ㈱テクノツルガ 65 2.2kW 9.6 0.283(m3/m) 10.9m 2011年4月

中継P-21 沓見３号中継ポンプ場（１号） 沓見地係 9418　ワ22･63 嶺南建設㈱ 65 0.4kW 2.2 0.159(m3/m) 4m 2011年4月

中継P-22 沓見３号中継ポンプ場（２号） 沓見地係 9418　ワ22･63 嶺南建設㈱ 65 0.4kW 2.2 0.159(m3/m) 4m 2011年4月

中継P-23 沓見1号宅内マンホールポンプ場（１号） 沓見地係 50 0.25kW 4.7 0.071(m3/m) 2.4m 2014年4月

中継P-24 沓見1号宅内マンホールポンプ場（２号） 沓見地係 50 0.25kW 4.7 0.071(m3/m) 2.4m 2014年4月

中継P-25 木崎２号中継ポンプ場（１号） 木崎地係 9418　ロ36･15 前田設備工業㈱ 65 7.5kW 29.5 0.28(m3/m) 18m 2011年4月

中継P-26 木崎２号中継ポンプ場（２号） 木崎地係 9418　ロ36･15 前田設備工業㈱ 65 7.5kW 29.5 0.28(m3/m) 18m 2011年4月

中継P-27 余座中継ポンプ場（１号） 余座地係 ㈲梶野商店 65 0.75kW 4.9 0.159(m3/min) 6.8m 2017年5月

中継P-28 余座中継ポンプ場（２号） 余座地係 ㈲梶野商店 65 0.75kW 4.9 0.159(m3/min) 6.8m 2017年5月

中継P-29 衣掛１号中継ポンプ場（１号） 衣掛地係 ㈱テクノツルガ 65 0.75kW 4.9 0.24(m3/min) 5.4m 2020年4月

中継P-30 衣掛１号中継ポンプ場（２号） 衣掛地係 ㈱テクノツルガ 65 0.75kW 4.9 0.24(m3/min) 5.4m 2020年4月

中継P-31 衣掛２号中継ポンプ場（１号） 衣掛地係 ミノルエンジニアリング㈱ 65 1.5kW 6.8 0.18(m3/min) 7.9m 2020年4月

中継P-32 衣掛２号中継ポンプ場（２号） 衣掛地係 ミノルエンジニアリング㈱ 65 1.5kW 6.8 0.18(m3/min) 7.9m 2020年4月

中継P-33 山泉中継ポンプ場（１号） 山泉地係 ㈱増田空調 65 0.75kw 4.9 0.159（m3/min） 6.5m 2020年4月

中継P-34 山泉中継ポンプ場（２号） 山泉地係 ㈱増田空調 65 0.75kw 4.9 0.159(m3/min） 6.5m 2020年4月

中継P-35 関中継ポンプ場（１号） 関地係 （有）サカグチ工業 65 0.75kw 4.0 0.213(m3/min) 2.8m 2022年4月

中継P-36 関中継ポンプ場（２号） 関地係 （有）サカグチ工業 65 0.75kw 4.0 0.213(m3/min) 2.8m 2022年4月

中継P-37 山泉２号中継ポンプ場（１号） 山泉地係 渡辺工業㈱ 65 2.2kW 9.6 0.16（m3/min) 8.4m 2023年4月

中継P-38 山泉２号中継ポンプ場（２号） 山泉地係 渡辺工業㈱ 65 2.2kW 9.6 0.16（m3/min) 8.4m 2023年4月

中継P-39 野坂中継ポンプ場（１号） 野坂地係 ㈱北陸サーマル 65 3.7kW 15.4 0.16（m3/min) 13.3m 2023年4月

中継P-40 野坂中継ポンプ場（２号） 野坂地係 ㈱北陸サーマル 65 3.7kW 15.4 0.16（m3/min) 13.3m 2023年4月

中継P-41 原中継ポンプ場（１号） 原地係 3.7kW R6年度発注

中継P-42 原中継ポンプ場（２号） 原地係 3.7kW R6年度発注
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3.2.2 集落排水施設 

本市には、農業集落排水施設が 5 地区、漁業集落排水施設が 3 地区あり、当該施設の維持管

理業務は、外部委託している。合特法による業務の委託はないが、維持管理業務は、主に地元

業者を活用して実施している。 

各農業集落排水施設と漁業集落排水施設の位置図と概要を以下に示す。 

図 3-3 集落排水施設の位置図 

表 3-8 農業集落排水施設概要 
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表 3-9 漁業集落排水施設情報（立石） 

処理区名 立石 

供用開始 平成 18 年 4 月 

位置 大字立石 58 号蛭子坂 6-3,7-3 

敷地面積（㎡） 834 

処理方式 接触ばっ気方式 

人口（人） 230 

日平均汚水量（㎥/日） 62.1 

放流先 敦賀湾海域 

 

表 3-10 漁業集落排水施設情報（白木） 

処理区名 白木 

供用開始 平成 6 年 4 月 

位置 白木 1 丁目 

敷地面積（㎡） 468 

処理方式 回分式活性汚泥方式 

人口（人） 624 

日平均汚水量（㎥/日） 132.0 

放流先 漁業排水路→若狭湾 

 

表 3-11 漁業集落排水施設情報（浦底） 

処理区名 浦底 

供用開始 平成 8 年 4 月 

位置 浦底 15 号字相ノ上 7 番地の地先の公有水面 

敷地面積（㎡） - 

処理方式 回分式活性汚泥方式 

人口（人） 360 

日平均汚水量（㎥/日） 77.4 

放流先 農業用排水路 
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3.2.3 水道事業 

本市には、14 つの水道系統があり、そのほとんどは塩素滅菌処理のみ、一部で膜ろ過処理を

採用している。給水人口は 61,265 人で、1 日最大給水量は 37,449 ㎥である。施設の概要は以

下のとおりである。 

 

図 3-4 水道施設の位置図 
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表 3-12 水道系統概要 

 

 

表 3-13 配水管総延長と耐震化比率 
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3.3 敦賀市決算書（一部抜粋） 

3.3.1 下水道事業（公共下水道事業、集落排水事業） 

 

表 3-14 令和 5 年度収益的支出（単位：円） 
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表 3-15 業務委託費（単位：円） 

事項 

当該年度以降の 

支払義務発生予定額 

期間 金額 

天筒浄化センター等維持管理業務委託 R4～R9 858,000,000 

農業集落排水施設維持管理業務委託 R5～R5 23,232,000 

漁業集落排水施設維持管理業務委託 R5～R5 9,768,000 
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表 3-16 建設改良費（単位：円） 

項目 年度 金額 

建設改良費 R3 814,478,309 

R4 704,222,707 

R5 585,184,682 
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3.3.2 水道事業 

表 3-17 令和 5 年度収益的支出（単位：円） 
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表 3-18 業務委託費（単位：円） 

事項 

当該年度以降の 

支払義務発生予定額 

期間 金額 

水道水質検査業務 R5～R5 9,240,000 

昭和浄水場施設管理業務委託 R5～R5 8,349,000 

敦賀市上下水道事業包括的窓口業務委託 R4～R10 563,178,000 

 

表 3-19 建設改良費（単位：円） 

項目 年度 金額 

建設改良費 R3 582,912,275 

R4 523,435,803 

R5 678,707,177 

 


